
宜野湾市の「総合計画」、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の概要等
（１）総合計画とは
・宜野湾市の施策全体の方向性を示す「羅針盤」
・全ての分野の行政運営の基本となる
宜野湾市の最上位計画

・様々な施策や事業に関する総合的かつ計画的な
まちづくりの長期的な展望を持った指針

基本構想

基本計画

実施計画

宜野湾市は、基本構想・基本計画ともに、「議会の議決すべき事件に関す
る条例」により、議決事項としている

※参考【地方自治法：第2条第4項】
「市町村は、その事務を処理するにあたっては、議会の議決を経てその地域
における総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想を定め、これに
即して行うようにしなければならない。」
→平成23年法改正により条文削除（法的な策定義務なし）
※役割を終えたのではなく、地方自治体の「自主性の尊重と創意工夫を期待
する」観点からの措置。
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（２）まち・ひと・しごと創生総合戦略とは
・総合戦略：人口ビジョンの実現に向けて、
「仕事」、「交流」、「結婚・出産・子育て」、
「地域づくり」の観点から人口減少の克服、地方創生
に関する施策を示す

・平成26年に国の総合戦略を策定(令和５年にデジタル田
園都市国家構想総合戦略として抜本的に改訂）

・平成27年に市の第一期計画を策定（令和３年に第二期
計画策定）

人口
ビジョン

総合戦略

【まち・ひと・しごと創生法：第10条第1項】
「市町村は、まち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案して、当該市町
村の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策につい
ての基本的な計画を定めるよう努めなければならない。」
【地方版総合戦略の策定・効果検証のための手引き(令和4年12月版)】
「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す「デジ
タル田園都市国家構想」の実現に向け、策定された国の総合戦略を
勘案し、地方版総合戦略を改訂するよう努める旨が記載。

宜野湾市の将来の都市像を描き、まちづくり
の方針を明らかにするもの

人口動向分析や将来人口推計を行い、人口に
関する市の将来展望を示すもの
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宜野湾市総合計画の構成

宜野湾市まち・ひと・しごと創生総合戦略の構成

今後も宜野湾市の総合的かつ計画的なまちづくりを
進めるため策定を行う

国の総合戦略を勘案し、県の総合戦略等も踏まえ
ながら、宜野湾市の特徴に沿った策定を行う

基本構想に描かれた都市像及びまちづくりの
方針を達成するため、やるべきことをまとめ
て明らかにするもの

基本計画を実現するための具体的な事業を明
らかにするもの（３年の計画で毎年見直し）

人口ビジョンを踏まえて、市の地域ビジョン
（地域が目指すべき理想像）や活性化に向け
た具体的な取組み内容を示すもの
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（３）総合計画とまち・ひと・しごと創生総合戦略の違い

【総合計画】：施策全体の方向性を示す羅針盤。全ての分野。市の最上位の計画。
【総合戦略】：人口減少の克服・地方創生を図る。分野横断的な取り組みも含む。⇒これまで：「仕事」、「交流」、「結婚・出産・子育て」、「地域づくり」の観点での取組⇒これから：上記の観点に加えてデジタルの力も活用し、継承・発展させる
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目指すまちの姿を明らかにし、これらを実現
するための基本的な施策の大綱を示すもの

基本構想を実現するために、分野ごとに必
要な諸施策を体系的に明らかにしたもの

基本計画に掲げた施策を年度別に具
体化し、どのように実施していくか
を明らかにしたもの

総合計画 まち・ひと・しごと創生総合戦略

次期まち・ひと・しごと創生総合戦略では、デジタルの力を活用して取組
を発展させることが必要。

令和５年に策定された国の総合戦略においては、大きく２つの方向性が示されて
いる。
（１）デジタルの力を活用した地方の社会課題解決・魅力向上
（２）デジタル実装の基礎条件整備

「しごと」と「ひと」の好循環、それを支える「まち」の活性化

「しごと」
「雇用の質・量」の

確保・向上

「まち」
地域の特性に即した課題の解決

「ひと」
有用な人材確保・育成、
結婚・出産・子育てへ
の切れ目ない支援

役割が
異なる

①基本構想

②基本計画

③実施計画
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